




	 

南城市商工会労働保険事務組合	 

事務委託のご案内	 

	 

	 雇 用 保 険 被 保 険 者 数 	 委 託 手 数 料 （ 月 額 ） 	 

① 	 0 人 ～ 2 人まで 	 500 円 	 

② 	 3 人 ～５人まで 	 700 円 	 

③ 	 6 人 ～ 10 人 まで 	 1,500 円 	 

④ 	 11 人 ～ 15 人 まで 	 2,000 円 	 

⑤ 	 16 人 ～ 20 人 まで 	 3,000 円 	 

⑥ 	 21 名 ～ 	 一人につき⑤の金額に 200 円 加算 	 

※非会員事業所の場合は、会費相当額を加算いたします。 	 

	 

≪労働保険事務委託でできること≫	 

◆年度更新	 	 

◆労働保険事業所各種適用関連書式作成及び届出	 

◆労働保険料算定調査対応	 	 

◆雇用保険加入・喪失手続き	 	 

◆その他被保険者情報変更手続き	 

◆労災保険中小事業主特別加入（申請・脱退）手続き	 ※事務組合委託メリット	 

◆労働保険概算保険料の分納（3回）	 ※事務組合委託メリット	 

◆労災給付関連書式作成支援及び申請までの支援等	 

	 

≪委託手続きに必要なもの≫	 

個人事業主	 法人	 

①営業許可書（許認可が必要な事業の場合）	 

②代表者の運転免許証又は、住民票	 

③電話・電気・ガス・水道料金等の公共料金の書類	 

④代表者の印鑑（認印可）	 

⑤銀行印	 

⑤加入月のタイムカード及び出勤簿（雇用保険加入の場合）	 

⑦雇用条件通知書（期間の定めがある従業員がいる場合）	 

⑧労働保険番号が分かる書類（既に保険成立している場合）	 

①登記簿謄本のコピー	 

②定款のコピー	 

③電話・電気・ガス・水道料金等の公共料金の書類のコピー	 

④会社実印	 

⑤銀行印	 

⑥加入月のタイムカード及び出勤簿（雇用保険加入従業員分）	 

⑦雇用条件通知書（期間の定めがある従業員がいる場合）	 

⑧労働保険番号が確認できる書類（既に保険成立している場

合）	 

※ 雇 用 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 届 を ６ ヶ 月 以 上 遡 及 し て 提 出 す る 場 合 は 「 遅 延 理 由 書 」 の 提 出 が 必 要 で す 。 	 


	労働保険について
	南城市商工会労働保険事務組合委託案内チラシ_20160830

